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(57)【要約】
【課題】装置構成の複雑化や大規模化を招くことなく、
目標の移動によるドップラ偏移がある場合にもレンジサ
イドローブの増大（劣化）の影響を低減するレーダ装置
を得る。
【解決手段】レーダ装置は、相互相関処理の結果からピ
ーク位置を検出するピーク検出器と、該ピーク位置の両
側の第１サイドローブの位置を検出する第１サイドロー
ブ検出器と、上記両側に検出された第１サイドローブの
振幅値を比較するとともに振幅値の小さい上記第１サイ
ドローブ側のデータを切り出す第１サイドローブ比較器
と、アップチャープを送信したときに切り出した上記デ
ータとダウンチャープを送信したときに切り出した上記
データを合成するデータ合成器と、データ合成後の振幅
データから所定閾値以上の値を持つ位置を検出する信号
検出器と、上記検出された位置を距離に変換する測距器
と、を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信波形発生器により非線形周波数変調が施こされた送信波形の送信波を空間に放射す
るとともに目標からの反射波を受信し、且つ上記送信波形に対応している参照信号発生器
により発生された参照信号と受信した反射波から得られた受信信号との相互相関処理を行
うとともに相互相関処理の結果から距離を測定するレーダ装置において、
　上記相互相関処理の結果からピーク位置を検出するピーク検出器と、
　該ピーク位置の両側の第１サイドローブの位置を検出する第１サイドローブ検出器と、
　上記両側に検出された第１サイドローブの振幅値を比較するとともに振幅値の小さい上
記第１サイドローブ側のデータを切り出す第１サイドローブ比較器と、
　アップチャープを送信したときに切り出した上記データとダウンチャープを送信したと
きに切り出した上記データを合成するデータ合成器と、
　データ合成後の振幅データから所定閾値以上の値を持つ位置を検出する信号検出器と、
　上記検出された位置を距離に変換する測距器と、
　を備えたことを特徴とするレーダ装置。
【請求項２】
　上記第１サイドローブの振幅値から目標の速度を算出する測速度器を備えたことを特徴
とする請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項３】
　上記第１サイドローブの振幅値から目標のドップラ速度を算出する測速度器と、
　上記目標のドップラ速度から周波数偏移量を算出し、算出した周波数偏移量により相互
相関特性を補正する周波数補正器と、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項４】
　上記目標のドップラ速度から算出される目標の周波数偏移量を上記送信信号に加える周
波数偏移量設定器を備えたことを特徴とする請求項３に記載のレーダ装置。
【請求項５】
　パルス送信毎に得られる上記目標の周波数偏移量を次回に送信する送信パルスの周波数
偏移量として加える周波数偏移量設定器を備えたことを特徴とする請求項４に記載のレー
ダ装置。
【請求項６】
　予め定められた周波数偏移量を与えた送信パルス列を送信し、受信された受信信号から
得られる最も第１サイドローブレベルの差が小さいものを選択し、目標のドップラ周波数
の概算値とすることを特徴とする請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項７】
　上昇方向に周波数挿引した送信パルスと、下降方向に周波数挿引した送信パルスのそれ
ぞれの相互相関結果の和と差の算出結果から目標位置を算出することを特徴とする請求項
１に記載のレーダ装置。
【請求項８】
　パルス送信毎に得られる目標の周波数偏移量を次回に送信する送信信号に対応する参照
信号の周波数偏移量として加える周波数偏移量設定器を備えたことを特徴とする請求項３
に記載のレーダ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、送信パルスの変調に非線形周波数変調を用いたパルス圧縮を行う機能を備
えたレーダ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パルスレーダにおいて、探知距離の増大と距離分解能の向上を両立させる技術としてパ
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ルス圧縮が知られている。パルス圧縮を行う機能を備えた一般的なレーダ装置は、送信波
形発生器、送信機、送受切換器、空中線、受信機、参照信号発生器、相関処理器、信号検
出器、測距器などから構成されている。
　パルス圧縮では、送信パルスとしてパルス内に特殊な変調を施したパルス幅の広い送信
信号を用い、受信後の処理においてその復調（相関処理）を実施して狭いパルス幅に変換
する。
　送信波形発生器で生成した変調を施した送信パルスは、送信機及び参照信号発生器へ入
力される。送信機では、送信パルスの周波数変換及び増幅を行い、送受切換器を経て、空
中線より空間に送信される。物体からの反射信号は、空中線及び送受切換器を経て、受信
機に入力され増幅及び周波数変換された後、相関処理器へ出力される。
【０００３】
　一方、送信波形発生器から入力された送信パルスは、参照信号発生器においてウェイテ
ィング（重み付け）処理等を施された後、相関処理器へ入力される。相関処理器では、受
信信号と参照信号とを用いて時間領域若しくは周波数領域で相関処理を行い、圧縮結果（
以降では相互相関特性と呼ぶ）を信号検出器へ出力する。信号検出器では、所定の閾値等
により、所望信号の位置を検出し、測距器へ出力する。測距器では、検出された信号の位
置を距離に変換することで、レーダと目標との距離を算出する。
【０００４】
　通常、相関処理では、目標位置の周囲にレンジサイドローブ（またはタイムサイドロー
ブ、単にサイドローブ）と呼ばれる、目標の振幅値に対して比較的大きな振幅値を持つ応
答が生じるため、例えば、大きな反射断面積を持つ目標以外の物体（クラッタ）の近傍に
小さな反射断面積を持つ目標がある場合には、目標からの反射信号がクラッタのサイドロ
ーブに埋もれて目標の検出が困難となる問題や、クラッタのサイドローブを目標と誤検知
する問題等が生じる。
【０００５】
　そこで、サイドローブを抑圧する手段としては、相関処理を行う際にウェイティングを
施すことや、振幅テーパを施した線形周波数変調波形を送信パルスに用いる方法等が知ら
れているが、ウェイティングや振幅テーパは一般に信号の損失を伴うため、微弱な信号を
検出することが困難となる。このような損失がなく、サイドローブを抑圧する効果がある
ものとして、非線形周波数変調を施した送信パルスを用いる方法が知られている（例えば
、特許文献１参照）。
【０００６】
　しかし、非線形周波数変調を用いたパルス圧縮では、低速目標に対しては、レンジサイ
ドローブの抑圧効果が高いが、高速目標に対しては目標の移動によるドップラ偏移を受け
、圧縮波形の振幅の低下や、レンジサイドローブが線形周波数変調等に比べて増大するな
どの欠点が生じる。
　また、特許文献１には、目標のドップラ偏移量に応じて相関処理を行う参照信号の周波
数を調整するチャンネルを複数設けることでドップラ偏移による圧縮性能劣化を低減する
技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平５－１０７３４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、従来の非線形周波数変調を用いたパルス圧縮を行うレーダ装置は、目標のドッ
プラ偏移量に応じたチャンネルを複数持つ必要があるため装置構成が複雑になる問題があ
った。
【０００９】
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　この発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、装置構成の複雑
化や大規模化を招くことなく、目標の移動によるドップラ偏移がある場合にもレンジサイ
ドローブの増大（劣化）の影響を低減するレーダ装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係るレーダ装置は、送信波形発生器により非線形周波数変調が施こされた送
信波形の送信波を空間に放射するとともに目標からの反射波を受信し、且つ上記送信波形
に対応している参照信号発生器により発生された参照信号と受信した反射波から得られた
受信信号との相互相関処理を行うとともに相互相関処理の結果から距離を測定するレーダ
装置において、上記相互相関処理の結果からピーク位置を検出するピーク検出器と、該ピ
ーク位置の両側の第１サイドローブの位置を検出する第１サイドローブ検出器と、上記両
側に検出された第１サイドローブの振幅値を比較するとともに振幅値の小さい上記第１サ
イドローブ側のデータを切り出す第１サイドローブ比較器と、アップチャープを送信した
ときに切り出した上記データとダウンチャープを送信したときに切り出した上記データを
合成するデータ合成器と、データ合成後の振幅データから所定閾値以上の値を持つ位置を
検出する信号検出器と、上記検出された位置を距離に変換する測距器と、を備えた。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明に係るレーダ装置は、非線形周波数変調を用いたパルス圧縮を行うレーダ装置
において、目標の移動によるドップラ偏移がある場合にもレンジサイドローブの増大（劣
化）の影響を低減し、精度劣化のない測距が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施の形態１に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
【図２】非線形周波数変調を施したパルスが受ける、目標によるドップラ偏移の有無の影
響（相互相関特性）を模式的に示す説明図である。
【図３】第１サイドローブ比較器及びデータ合成器の動作を模式的に示す説明図である。
【図４】この発明の実施の形態２に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
【図５】この発明の実施の形態３に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
【図６】この発明の実施の形態４に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
【図７】この発明の実施の形態５に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
【図８】この発明の実施の形態６に係るレーダ装置の動作を模式的に示す説明図である。
【図９】この発明の実施の形態７に係るレーダ装置の動作を模式的に示す説明図である。
【図１０】この発明の実施の形態８に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明のレーダ装置の好適な実施の形態につき図面を用いて説明する。
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
　この発明の実施の形態１に係るレーダ装置は、図１に示すように、非線形周波数変調を
施した送信波形を発生する送信波形発生器１、送信波形の周波数変換や増幅等を行う送信
機２、送信と受信とを切り換える送受信切換器３、送信波を空間に放射し、物体からの反
射波を受信する空中線４、受信波の増幅や周波数変換等を行う受信機５、送信波形に対応
する参照信号を発生する参照信号発生器６、受信信号と参照信号の相関処理を行う相関処
理器７、及び、相互相関特性（相互相関後の信号の振幅値）のピーク位置を検出するピー
ク検出器１０を備えている。
【００１４】
　また、この発明の実施の形態１に係るレーダ装置は、ピーク位置の両側の近傍の第１サ
イドローブの位置を検出する第１サイドローブ検出器１１、二つの第１サイドローブの振
幅値を比較し、振幅値の低い方のサイドローブが存在する側のデータを出力する第１サイ
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ドローブ比較器１２、１つのピーク位置に対して両側のデータを合成するデータ合成器１
３、データ合成後の振幅データから所定閾値以上の値を持つデータを検出する信号検出器
８、及び検出された位置を距離に変換する測距器９を備えている。
【００１５】
　次に、この発明の実施の形態１に係るレーダ装置の動作について説明する。
　この発明の実施の形態１に係るレーダ装置では、目標がほぼ同位置と見なせる距離（例
えば、距離分解能）に相当する時間間隔を空けて２つのパルスを送信する。送信波形発生
器１では、周波数が時間とともに増加するアップチャープと、周波数が時間とともに減少
するダウンチャープの周波数変調を施した送信パルスを発生する。その後、相関処理器７
において目標によって反射された受信信号と参照信号を用いて時間領域または周波数領域
で相関処理を行い、圧縮結果（以下、相互相関特性と呼ぶ）ピーク検出器１０へ出力する
。ここで、参照信号発生器６においては、例えば、信号の損失が発生しない矩形のウェイ
ティングを用いる。
【００１６】
　図２は、非線形周波数変調を施したパルスが受ける、目標によるドップラ偏移の有無の
影響（相互相関特性）を模式的に示したものである。同図において、アップチャープの非
線形周波数変調を施した送信パルスを送信した場合、目標のドップラ速度が０であればピ
ーク位置（目標位置）の両側のサイドローブ特性は対称となり、目標のドップラ速度が正
であれば相互相関特性のピーク位置の遠方側のサイドローブ、特に第１サイドローブレベ
ルが上昇し、目標のドップラ速度が負であればピーク位置に対して近距離側の第１サイド
ローブレベルが上昇する。
【００１７】
　また、ダウンチャープの非線形周波数変調を施した送信パルスを送信した場合には、目
標のドップラ速度が正であれば相互相関特性のピーク位置の近距離側のサイドローブ、特
に第１サイドローブレベルが上昇し、目標のドップラ速度が負であればピーク位置に対し
て遠方側の第１サイドローブレベルが上昇する。なお、目標のドップラ偏移の影響を受け
るのは線形周波数変調の場合も同様であるが、非線形周波数変調の方がより影響が大きい
。すなわち、ドップラ偏移に対する耐性（ドップラ・トレランス）は、線形周波数変調は
高く、非線形周波数変調は線形周波数変調よりも低いことが知られている（例えば、Ｍｅ
ｒｒｉｌｌ　Ｉ．　Ｓｋｏｌｎｉｋ著、「ＲＡＤＡＲ　ＨＡＮＤＢＯＯＫ、Ｔｈｉｒｄ　
Ｅｄｉｔｉｏｎ」ＭｃＧａｗ－Ｈｉｌｌ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ、２００８、ｐ．８
．１２～８．１５を参照）。
【００１８】
　図３は、第１サイドローブ比較器１２及びデータ合成器１３の動作の模式図である。
　ドップラ偏移に対しては以上のような特性が得られることから、第１サイドローブ比較
器１２では、送信パルス毎に、第１サイドローブ検出器１１の出力である２つのサイドロ
ーブレベルの大小を比較し、ピーク位置からサイドローブレベルが小さい側のデータを切
り出しデータ合成器１３へ出力する。なお、２つのサイドローブレベルが等しい場合には
、例えば、アップチャープの場合にはピーク位置から近距離側のデータを、ダウンチャー
プの場合にはピーク位置から遠距離側のデータを切り出しデータ合成器１３へ出力する。
【００１９】
　データ合成器１３では、アップチャープを送信したときの相互相関特性と、ダウンチャ
ープを送信したときの相互相関特性から、サイドローブの低い領域同士切り出したものを
合成する。
　信号検出器８では、合成されたデータから所定の閾値以上のデータの位置を検出し、測
距器９へ出力する。測距器９では、検出された位置を距離に変換することで、レーダ装置
と目標との距離を算出する。そして、以上の処理を観測レンジに亘って行う。
【００２０】
　この発明の実施の形態１に係るレーダ装置は、目標の相対的な速度が不明な場合でも、
サイドローブレベルの低いパルス圧縮結果を得ることができる。また、演算量やメモリ空
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間の増大を招くことなく、比較的簡単な構成で実現することができる。
【００２１】
　実施の形態２．
　なお、図２に示した、目標のドップラ速度（偏移）と相互相関特性の関係は式（１）に
示すアンビギュイティ関数から概算することができる。式（１）において、χはアンビギ
ュイティ関数、τは時間遅延、ｆｄはドップラ偏移、ｕは送信信号、ｕ＊はｕの複素共役
、ｊは虚数単位、Ｖはドップラ速度、λは送信波長である。
【００２２】
【数１】

【００２３】
　図４は、この発明の実施の形態２に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
　この発明の実施の形態２に係るレーダ装置は、この発明の実施の形態１に係るレーダ装
置に測速度器１４を追加したことが異なり、それ以外は同様であるので、同様な部分に同
じ符号を付記し説明を省略する。
　測速度器１４は、第１サイドローブ比較器１２の出力を入力とし、第１サイドローブの
レベル差から目標のドップラ偏移若しくはドップラ速度を算出する。
【００２４】
　目標のドップラ偏移（ドップラ速度）を算出する方法としては、例えば、式（１）の関
係から、所定ドップラ偏移があるときの第１サイドローブレベル差を算出したテーブルを
保持しておき、それらを比較することが考えられる。
　また、それとは異なる方法として、２つのサイドローブレベル差が０になるように相互
相関特性に乗ずる周波数偏移量を更新する操作を繰り返すことが考えられる。
【００２５】
　この発明の実施の形態２に係るレーダ装置は、簡単な構成で、目標の距離に加え、目標
のドップラ偏移（ドップラ速度）を算出することができる。また、１つ（アップチャープ
またはダウンチャープ）の送信パルスのみで実現できるため、目標の測距及び測速度を短
時間で行うことが可能となる。
【００２６】
　実施の形態３．
　図５は、この発明の実施の形態３に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
　この発明の実施の形態３に係るレーダ装置は、この発明の実施の形態１に係るレーダ装
置のデータ合成器１３の代わりに測速度器１４及び周波数補正器１５を適用したことが異
なり、それ以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記し説明を省略する。
　測速度器１４は、第１サイドローブレベルの値から目標のドップラ偏移（ドップラ速度
）を求める。周波数補正器１５は、測速度器１４が求めたドップラ偏移に基づき、相互相
関特性を補正する。
【００２７】
　次に、この発明の実施の形態３に係るレーダ装置の動作について説明する。
　第１サイドローブ比較器１２の出力である第１サイドローブレベル差を測速度器１４に
入力し、測速度器１４は目標のドップラ偏移量を算出し、周波数補正器１５へ出力する。
周波数補正器１５は、入力されたドップラ偏移量を－１倍し、その値を相互相関関数に乗
ずる。このとき、目標のドップラ偏移量が相殺され、ドップラ偏移のない、すなわち、ド
ップラ偏移によるピーク位置のずれや、サイドローブレベルの上昇のない相互相関特性が
得られる。その後、信号検出器８において閾値処理等によって目標検出を行う。
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【００２８】
　この発明の実施の形態３に係るレーダ装置は、算出した目標のドップラ偏移量を補正し
た後、信号検出を行っているので、ドップラ偏移によるピーク位置、すなわち、目標距離
のずれによる測距精度劣化や、サイドローブレベル上昇による偽目標検出の影響を低減で
きる。
【００２９】
　実施の形態４．
　図６は、この発明の実施の形態４に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
　この発明の実施の形態４に係るレーダ装置は、この発明の実施の形態３に係るレーダ装
置に周波数偏移量設定器１６を追加したことが異なり、それ以外は同様であるので、同様
な部分に同じ符号を付記し説明を省略する。
　周波数偏移量設定器１６は、送信パルスに与える周波数偏移量を設定し、その周波数偏
移量を送信波形発生器１及び測速度器１４へ出力する。
【００３０】
　この発明の実施の形態４に係るレーダ装置は、目標の測距の前に目標の概算的なドップ
ラ速度が既知の場合、予めそのドップラ偏移分だけ送信波形の中に加えているので、目標
のドップラ偏移による相互相関特性のピークの減少や、ずれや、サイドローブレベルの上
昇等の影響をより低減することができる。また、後段で周波数偏移量補正のための演算量
を削減することもできる。
【００３１】
　実施の形態５．
　図７は、この発明の実施の形態５に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
　この発明の実施の形態５に係るレーダ装置は、この発明の実施の形態３に係るレーダ装
置に周波数偏移量設定器１６Ｂを追加したことが異なり、それ以外は同様であるので、同
様な部分に同じ符号を付記し説明を省略する。
　この実施の形態では、測速度器１４で算出したドップラ速度をドップラ周波数に変換し
て、周波数偏移量設定器１６Ｂへの入力としている。
【００３２】
　この実施の形態によるレーダ装置では、ある時刻に取得した目標のドップラ偏移量を次
の時刻、例えば、パルス繰り返し周期後の時刻に送信する送信信号に加えている。
【００３３】
　この発明の実施の形態５に係るレーダ装置は、所定時間毎に送信信号に目標のドップラ
偏移量を加味しているので、継続的にドップラ偏移による相互相関特性の劣化の影響のな
いデータを取得することが可能である。また、毎回のドップラ偏移量算出の演算量の低減
が可能である。
【００３４】
　実施の形態６．
　図８は、この発明の実施の形態６に係るレーダ装置の動作を説明するための、送信パル
スに与える周波数及び周波数偏移量の関係である。
　この発明の実施の形態６に係るレーダ装置は、この発明の実施の形態４に係るレーダ装
置の構成と同様であるが、周波数偏移量設定部１６が設定する周波数偏移量に違いがある
。すなわち、周波数偏移量設定部１６は、図８に示すように、送信波形発生器１に所定の
周波数偏移量０、ｆＳ、－ｆＳ、２ｆＳ、－２ｆＳ、・・・を与えている。そして、周波
数偏移量の差分は、例えば、想定する目標の速度区分（例えば、１００ｋｍ／ｈ毎に目標
の速度を把握する場合等）や、所望速度分解能に対応する周波数とする。このようなパル
ス列を送信すると、目標のドップラ速度（偏移）に近い送信信号の周波数偏移において第
１サイドローブレベル差が最小となることを利用し、目標の概算的なドップラ速度を得る
ことができる。
【００３５】
　この発明の実施の形態６に係るレーダ装置は、目標のドップラ速度を算出する際の反復
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を求めることが可能となる。
【００３６】
　実施の形態７．
　図９は、この発明の実施の形態７に係るレーダ装置の動作を説明するための、受信信号
のスペクトルである。
　この発明の実施の形態７に係るレーダ装置は、この発明の実施の形態１に係るレーダ装
置と構成は同様であるが、測距が異なっている。
【００３７】
　この発明の実施の形態７に係るレーダ装置では、この発明の実施の形態１に係るレーダ
装置と同様に、アップチャープとダウンチャープの２組のパルスを送信する。一般に、目
標にドップラ偏移がある場合には、レンジサイドローブが上昇することの他に、相互相関
特性のピーク位置が正しい目標位置よりもずれ、また、ずれの方向はアップチャープとダ
ウンチャープの諸元が同じであれば対称となる。そこで、この発明の実施の形態７に係る
レーダ装置では、アップチャープの場合の相互相関特性と、ダウンチャープの場合の相互
相関特性同士の和と差の算出結果から目標位置を算出する。このようにすることにより、
挿引帯域幅で決まる距離分解能以上に精度良く測距ができる。
【００３８】
　また、目標のドップラ速度が比較的小さく、通常の、ドップラ偏移量を０と仮定した送
信信号ではピーク位置のずれが極めて小さい場合には、例えば、図６の周波数偏移量設定
器１６により、受信信号の周波数偏移が大きくなるように、送信信号に周波数偏移を与え
ることで、この処理ができるようになる。
【００３９】
　この発明の実施の形態７に係るレーダ装置は、通常の非線形パルス圧縮処理で得られる
距離分解能以上の精度で測距を行うことが可能となる。
【００４０】
　実施の形態８．
　図１０は、この発明の実施の形態８に係るレーダ装置を示すブロック構成図である。
　この発明の実施の形態８に係るレーダ装置は、この発明の実施の形態３に係るレーダ装
置に周波数偏移量設定器１６Ｃを追加し、それに伴い参照信号発生器６Ｂが異なり、それ
以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記し説明を省略する。
　周波数偏移量設定器１６Ｃは、測速度器１４で算出したドップラ速度をドップラ周波数
に変換し、変換したドップラ周波数を周波数偏移量として参照信号発生器６Ｂへ出力する
。
　参照信号発生器６Ｂは、送信波形発生器１が発生した送信波形の周波数を入力された周
波数偏移量で偏移し、その偏移された周波数の参照信号を発生する。
【００４１】
　この発明の実施の形態８に係るレーダ装置は、この発明の実施の形態５に係るレーダ装
置において送信信号に与えていた周波数偏移量を、参照信号に与えられるようにしたもの
であり、基本的な動作は同じである。ただし、実施の形態５では、送信機は与える周波数
偏移分の帯域を持つ必要があったが、この実施の形態では送信機が持つ帯域は不変である
ため、広帯域な増幅器等が不要となり、装置構成の簡易化が可能である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　送信波形発生器、２　送信機、３　送受信切換器、４　空中線、５　受信機、６、
６Ｂ　参照信号発生器、７　相関処理器、８　信号検出器、９　測距器、１０　ピーク検
出器、１１　第１サイドローブ検出器、１２　第１サイドローブ比較器、１３　データ合
成器、１４　測速度器、１５　周波数補正器、１６、１６Ｂ、１６Ｃ　周波数偏移量設定
器。
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